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こども局（子育て支援室）定期監査結果報告のこと 

 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定により、みだしの監査を

明石市監査基準に準拠して実施したので、その結果を別紙のとおり報告す

る。 
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こども局（子育て支援室）定期監査の結果について 

 

１ 監査の対象部局 

  子育て支援室 

   こども政策課 子育て支援課 児童福祉課 こども健康課 

 

２ 監査の期間 

  令和７年８月２０日から令和７年１１月２５日まで 

 

３ 監査の対象範囲 

  令和６年度における財務に関する事務の執行を対象とした。 

  ただし、必要に応じて令和６年度以外の事務も監査の対象とした。 

 

４ 監査の対象事項 

  ⑴ 予算の執行等 

  ⑵ 現金等取扱事務 

  ⑶ 収入事務 

  ⑷ 支出事務 

  ⑸ 補助金事務 

  ⑹ 契約事務 

  ⑺ 財産管理事務 

  ⑻ その他 

   

５ 監査の方法 

  子育て支援室各課から、予算の執行状況、物品の管理状況等に関する

資料の提出を求め、所管する事務についてリスク評価を行い、評価結果

に基づき重点項目を選定し、予算及び関係法令等に基づき適切に行われ

ているかを証憑書類等の突合や関係職員からのヒアリングなどの方法

により監査を実施した。 

 

６ 監査の結果 

財務に関する事務の執行状況を中心に監査を実施した結果、おおむね
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適正に執行されているものと認められた。 

しかしながら、次のような事例が見受けられたので、検討のうえ、改

善措置を講じられたい。 

なお、別途改善の検討を指示した事項※については、改善措置を講じ

られたい。 

また、今回の監査は、リスク評価の結果に基づき選定した重点項目に

ついて、その一部を抽出して実施したものである。このため、所管部署

におかれては、他に同様の事例が発生していないか十分に点検を行われ

たい。 

 

 

⑴ ベビーシート貸出事業について 

 

子育て支援課では、ベビーシート着用の普及促進と子育て世帯の経

済的負担の軽減を目的として、ベビーシート貸出事業を明石交通安全

協会への委託により実施しており、前回の定期監査で改善を求めた事

項をはじめ、委託契約の締結や履行の確認等が適切に行われているか

を重点的に監査した。 

 

 協会との契約締結において、一者による随意契約の根拠は適正であ

り、業務内容を示す仕様書も適切に示されている。しかしながら、委

託料の設定に際して証憑資料等の根拠が明確でなく、また、履行確認

に際しては、ベビーシートの管理状況について協会から簡易な報告を

受け取っているにとどまり、それ以上のチェックを行っていない。 

 

さらには、収支決算書の内容がごく簡略なものであるにもかかわら

ず、領収書を提出させて内訳を確認するなどの対応をとっていないほ

か、仕様書を見直して市との協議事項を定めたにもかかわらず、協議

結果の書面化が全くされていないなど、過去の指摘事項についてもな

お改善を要するものも見受けられることも含め、事務のあり方として

問題点が多いと言わざるをえない。 
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今後、この度の指摘事項を十分踏まえ、適切な事務の執行を徹底し

ていただきたい。 

 

 

⑵ 委託事務の履行確認及び実績報告の審査等について 

 

子育て支援課では、市内５か所に設置した子育て支援センターを拠

点として、地域の子育て家庭に対する育児支援を実施している。また、

利用者支援事業として、子ども又はその保護者の身近な場所での地域

の子育て支援事業等の情報共有や相談等の業務を委託している。 

このたびの子育て支援センターうおずみにかかる定期監査では、前

回の定期監査において改善の検討を求めた事項をはじめ、委託契約の

締結や履行の確認等が適切に行われているかを重点的に監査した。 

 

その結果、前回の指摘事項については、改善されたものはあるが、

一部は関係書類が公文書として適切に保管されていないことで改善

状況の確認自体が行えないなど、措置対応は不十分であった。 

委託契約において、契約の履行確認における主たる書類である委託

先からの令和６年度の事業実績報告書及び収支決算書について、日付、

受付印及び代表者印を欠く書面しか残存せず、公文書として保管され

ていなかった。収支決算書は精算を伴うものであるが、証憑類の確認

等が行われた形跡もなかった。 

 

加えて、本来審査すべき時期に内容を供覧し審査した旨の決裁等も

行っていないなど、文書の適正な管理など事務処理において、著しく

慎重さを欠くと言わざるを得ない。 

 

今後、このたびの指摘事項を十分踏まえ、文書の管理をはじめ適切

な事務の執行を徹底されたい。 
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― 参考 ― 

※別途改善の検討を指示した事項 

定期監査 

予
算
の
執
行
等 

現
金
等
取
扱
事
務 

収
入
事
務 

支
出
事
務 

補
助
金
事
務 

契
約
事
務 

財
産
管
理
事
務 

そ
の
他 

計 

件 数 0 4 3 1 5 19 3 0 35 

※ 上記表は、監査結果の参考として添付しています。 

 

 


